
３ 解体業に係る許可基準等 
 

＜自動車リサイクル法における規定（法第６２条）＞ 

 

○その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続

して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 

 

○解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと（以下略） 

 

 

１．施設に係る基準（規則第５７条第１号） 

 

（１）引き取った使用済自動車（解体自動車（注））を解体するまでの間保管するための施設 

イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所（以下「解体作業場」という。）以外

の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入

るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲

が明確であること。 

 

  【趣旨】 

・使用済自動車又は解体自動車の保管場所への外部からの人の侵入防止及び保管区域の明確

化のため、囲いの設置等について定めるもの。 

 

【留意事項】 

・小規模な解体業者にみられるように、使用済自動車等を引き取ってその都度解体作業場で

解体する場合には、解体するまでの間、使用済自動車等を保管する場所を解体作業場とは

別に設けるには及ばないことから、この規定は適用されません。 

 

・囲いの構造、高さ、材質等は規定しませんが、外部からの侵入を防止するとの観点から、

容易に乗り越え、くぐり抜け、移動し、または倒壊しやすいものであってはならず、出入

り口に施錠等が可能なものとします。 

 

・事業所全体が外部からの侵入を防止できる囲いで囲まれている場合は、使用済自動車等の

保管場所の周りにそれとは別に囲いを設ける必要はなく、区域が明確にされたものであれ

ば構いません。 
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ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管

する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすもので

あること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他

廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記

載から明らかな場合は、この限りでない。 

 (1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること

その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

 (2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排

水溝が設けられていること。 

 

 【趣旨】 

・老朽化した使用済自動車や事故にあった使用済自動車の中には廃油・廃液が漏出するおそ

れがあるものもあります。したがって、これらを保管する際に、あらかじめ廃油・廃液の

抜き取りが確実に行われることが標準作業書（後述。「２．解体業許可申請者の能力」参

照。）で明らかにされていない場合には、廃油・廃液が漏出した際であっても外部への流

出や地下浸透を防止する構造の保管場所とする必要があることから、当該使用済自動車の

保管場所の構造を定めるもの。 

 

 【留意事項】 

・廃油、廃液の漏出のおそれのある自動車を、直ちに解体作業場（次の（２）②に示す要件

を満たす場所）に搬入することで保管場所に代えることもできる。その場合、その旨を標

準作業書に明記することが必要となります。 

 

・あらかじめ廃油・廃液を適正に抜き取ることが標準作業書に記載されていても、地面に油

染みが散見される場合には、床面を鉄筋コンクリート舗装する等の措置を講ずる、又は廃

油・廃液の抜き取り方法を見直すことが必要となります。 

 

・床面を鉄筋コンクリート舗装することと同等の措置としては、無筋コンクリートで舗装し、

その上に鉄板を敷設する等の措置が考えられます。 

 

 

（２）使用済自動車等を解体するための施設 

 

① 燃料抜取場所（解体作業場以外の場所で燃料の抜き取りを行う場合） 

ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油（自動車の燃料に限る。以下このハに

おいて同じ。）を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすもので

あること。 

 (1) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他こ

れと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

 (2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を

有する装置（以下「ためます等」という。）及びこれに接続している排水溝が設けら

れていること。 
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【趣旨】 

・解体作業を安全かつ環境保全上支障が生じないように行うためには、解体に先立ち燃料の

抜き取りを行うことが必要。 

 

・燃料の抜き取り作業は、換気等の観点から地下浸透防止措置等が講じられた解体作業場で

はなく屋外で行う場合もあります。 

 

・燃料の抜き取りにあたっては、燃料をこぼすことがないよう作業を行うことが第一ですが、

万が一燃料がこぼれた場合であっても燃料が地下に浸透又は外部に流出することを防止

するため、燃料抜き取り場所の構造を定めるもの。 

 

【留意事項】 

・床面を鉄筋コンクリート舗装することと同等の措置としては、無筋コンクリートで舗装し、

その上に鉄板を敷設する等の措置が考えられます。 

 

・ガソリン、軽油は、揮発性が高く粘性が低いことから、床面に付着して降雨時等に徐々に

流出するというよりは、速やかに床から排水溝、そしてためます等に流入するものと考え

られます。そこで、万が一燃料が漏出した場合でも外部への流出を防止するために、こぼ

れた燃料を速やかに拭き取り、又は降雨の前にためます等から汲み上げておくこと等を標

準作業書に記載し、それに則って適正に対処することが必要です。 

 

・排水溝に接続するためます等については、必ずしも専用のものを設ける必要はなく、解体

作業場の排水を処理するために設けた油水分離装置と共用することも可能ですが、油水分

離装置と共用する場合であって、燃料抜取場所に屋根等が設置されていない場合には、そ

こに降る雨水の量も勘案して油水分離装置の能力を定めることが必要です。 

 

・抜き取った燃料については、速やかに自家用車、フォークリフト等のタンクに移しかえて

再利用する場合以外は、再資源化（再利用を含む）又は適正処理するまでの間、適切に保

管する必要があります。 

 

・燃料又は廃油を一定量（指定数量）以上保管する場合には、消防法により、市町村長等の

許可を受けた危険物施設以外の場所で貯蔵・取扱いを行ってはならないとされています。

また、危険物施設における貯蔵・取扱いの技術上の基準が定められています。 

 

・消防法における指定数量は、ガソリン（第１石油類）200ﾘｯﾄﾙ以上、軽油等の第２石油類

1,000ﾘｯﾄﾙ以上、エンジンオイル等の第４石油類6,000ﾘｯﾄﾙ以上とされています。また、市

町村の条例によって、指定数量の1/5以上から指定数量未満の危険物（例えばガソリンの

場合、40ﾘｯﾄﾙ以上200ﾘｯﾄﾙ未満）に関する技術基準、届出等が定められていることが一般

的です。 

（なお、以上の消防法に係る内容は、燃料抜取場所以外の危険物貯蔵・取扱場所にも共通

するものです。） 
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② 解体作業場 

ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。 

 

(1) 使用済自動車から廃油（自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。）及び

廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車

から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らか

な場合は、この限りでない。 

 

(2) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること

その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

  

(3)廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排

水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出する

おそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じ

られることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。 

 

(4) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他

床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の

設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防

止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講

じられる場合は、この限りでない。 

 

 

【趣旨】 

・解体の工程での使用済自動車からの廃油・廃液の流出を防止するためには、エンジンオイ

ル、トランスミッションオイル、ブレーキオイル、トルクコンバーターオイル等の各種廃

油、冷却液等の廃液を早い段階で抜き取ることが必要。 

 

・その際に、廃油、廃液がこぼれないよう作業を行うことが第一であるが、万が一こぼれた

場合でも、それが流出又は地下に浸透しないよう解体作業場の構造を定めるもの。 

 

【留意事項】 

・床面を鉄筋コンクリート舗装するのと同等の措置としては、無筋コンクリートで舗装し、

その上に鉄板を敷設する等の措置が考えらます。 

 

・必要な舗装の厚さや構造は、作業の内容や利用する重機の重量等によって異なることから、

ここでは数値は定めないが、実際の作業内容に応じ、容易に破損又は地下浸透の原因とな

るひび割れを生じないよう、構造耐力上安全なものとすることが必要です。 
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・(3)の「解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少ない」構造としては、

以下の条件を満たす場合が考えられます。 

 

①横殴りの雨でも侵入を防ぐことができる屋根及び壁等が設けられていること                                  

②周囲から解体作業場内に水が流れ込まない構造であること 

 

また、「廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標

準作業書の記載から明らかな場合」とは、標準作業書において、 

 

①万一廃油、廃液が床に漏出した場合には布等で速やかに拭き取ること 

②解体作業場の清掃に水を用いないこと 

 

等が示されている場合が考えられる。 

 

・油水分離装置は、流入する汚水の量や水質に応じた十分な能力を有することが必要です。

また、油水分離装置で処理する排水の量を減らすことも重要です。 

 

・油水分離装置に雨水排水が流入する場合には「構内舗装・排水設計基準（国土交通省官庁

営繕部監修）」等を参考に、地域の降水量と敷地の面積等により処理すべき雨水等の量を

計算し、その量も勘案した能力とすることが必要です。 

 

・解体作業場からの排水は、雨水であっても廃油等を含むことから、外部に出す前に必ず油

水分離装置で処理することが必要です。強雨が連続する場合であっても適正に処理を行う

ためには大規模な油水分離装置が必要となることから、解体作業場に屋根、覆いその他雨

水が床面にかからない設備を設けることにより、その発生量を極力減らすことを原則とし

ます。屋根等の設備は、作業を円滑に進めるためにも効果があるものであり、十分な能力

を有する油水分離装置を設置すること等により屋根等の設置に代えることができるのは、

土地利用規制等により屋根等の設置が著しく困難な場合に限られ、経済的な理由によって

は屋根等の設置が著しく困難とは認められません。 

また、敷地外部から流入する雨水等については、油水分離装置で処理する必要はないの

で、敷地周囲に排水溝を設置すること等により、油水分離装置へ流入しないようにする工

夫も必要です。 

 

・油水分離装置の機能を十分に発揮させるためには、適切な管理を行うことが重要であり、

具体的な管理の方法については標準作業書に記載し、それに則って適正に管理を行うこと

が必要です。 
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③ 取り外した部品を保管するための設備 

ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油

及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げ

る要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の

漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな

場合は、この限りでない。 

 (1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造すること

その他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 

 (2) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他

当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。 

 

 

【趣旨】 

・廃油が付着した部品から廃油・廃液が漏出し、降雨にさらされることにより地下浸透又は

外部に流出することを防止するために、これら部品の保管場所の構造を定めるもの。 

 

【留意事項】 

・保管設備としては、床面を鉄筋コンクリート舗装等した専用の倉庫が考えられますが、例

えば使用済トラックから取り外した幌付き荷台や、屋根がある場所に備え付けた鋼製の受

け皿等であっても、十分な地下浸透防止機能が確認されているものであれば、これを使用

しても構いません。 

 

・保管に先立ち、部品の外部に付着した油分等を十分に拭き取るとともに、開口部を閉じる

等の措置を講じることにより廃油・廃液が外部に流出することがないことが標準作業書に

より明らかにされている部品については、必ずしも上記の保管場所に保管する必要はあり

ません。 

 

 

（３）解体自動車（解体した後に残る廃車ガラ）を保管するための施設 

【再掲】 

イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所（以下「解体作業場」という。）以

外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立

ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所

の範囲が明確であること。 

 

【趣旨】 

・解体した後の解体自動車の保管場所についても、解体する前の使用済自動車の保管場所と

同様の趣旨から、囲いの設置等について定めるもの。 

 

【留意事項】 

(1)（引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設）と同様です。 
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２．解体業許可申請者の能力に係る基準（規則第５７条第２号） 

 

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 

 (1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法 

 (2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法 

 (3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等（：鉛蓄電池、

タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯）の回収の方法を含む。) 

(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法（これらを設置する場合に限る。） 

 (5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物（解体自動車及び指定回収物

品を除く。）の処理の方法 

 (6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法

 (7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法 

 (8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法 

 (9) 火災予防上の措置 

 

【趣旨】 

・業許可申請者が、保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を標準作業

書として作成・常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知していることにより、

当該申請者が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮を払い、解体業を的確に実施する

能力を有することを判断しようとするもの。 

 

【留意事項】 

・標準作業書には、解体作業が環境保全上及び資源の有効利用上必要な配慮の下に行われるこ

とが示されていることが必要であり、上記項目毎に具体的に記載してください。その際、廃

棄物処理法、消防法など解体業を実施していく上で守るべき他法令の規制等についても、事

業を円滑に進める上で必要ですから、関連する事項に含めて記載してください。 

 

・標準作業書の作成に当たっては、手続の円滑化のため、実際の作業工程の写真等を添付する

ことによって文章による詳細な説明の一部に代えることも考えられます。 

 

・実際の解体作業手順等は、解体の対象となる車種、解体以降の再資源化方法、当該解体事業

場の設備等により多様であることから、標準作業書の作成は、実際の作業内容を踏まえたも

のとし、形式化することがないよう十分留意することが必要です。また、作業工程の改善及

び標準作業書の見直しを随時行うことが重要です。 

 

 

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこ

と。 

 

【趣旨】 

・明らかに業を継続していくことが困難な事業者ではないことを、事業計画書等によって確認

するもの。 
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【留意事項】 

・事業計画書は、解体実績（使用済自動車や解体自動車の引取り及び解体台数、解体自動車の

引渡台数、保管量等）についても含めて記述したものとします。 

 

・使用済自動車や解体自動車を不適正に大量に保管している実態が明らかであり、当該使用済

自動車等の撤去が事業計画書の中で示されない場合、又は収支見積書により当該使用済自動

車等の撤去を行うための資金的な目途が立たない場合には、解体業を継続できないものと認

められます。 

 

 

 

４ 再資源化基準 

 

＜自動車リサイクル法における規定（法第１６条）＞ 

 

○解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を行うときは、当該使用済自動車から有用

な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他

の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない。 

 

○前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準として主務省令で

定める基準に従い、行わなければならない。 

 

 

解体業者による使用済自動車の再資源化（規則第９条） 

 

（１）保管の方法について 

一 部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は

解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのな

いように、適正に保管するよう努めること。 

 

【趣旨】 

・使用済自動車を野積みにして保管する等の不適正な保管により、有用な部品が破損したり、

取り外しに支障が生ずることのないようにすることにより、部品等の円滑な再資源化を推進

しようとするもの。 

 

【留意事項等】 

・具体的な保管方法としては、多段積みを行う場合にはラックを用いる等の方法が考えられま

す。 
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（２）解体の方法について 

二 使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯（以下「鉛蓄

電池等」という。）を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資

源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を

引き渡すこと。 

 

【趣旨】 

・有用な資源の回収、解体工程以降における円滑な再資源化を促進しようとするもの。 

 

【留意事項】 

・鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び蛍光管（大型バス等の室内照明器具に使用されているも

の）を解体工程で回収しない場合には、鉄製の部品等と異なりその後の破砕工程等において

再資源化することが困難であるだけでなく、シュレッダーダスト（ＡＳＲ）の量を増加させ、

また、これらがシュレッダーダスト（ＡＳＲ）の中に混入し、シュレッダーダスト（ＡＳＲ）

のリサイクルが困難なものとなることから、解体工程以降での再資源化を促進するためにも、

これらの部品等については回収を行うことになっています。 

 

・なお、回収した部品等を技術的・経済的な理由で再資源化しない場合には、廃棄物処理法に

則って適正に処分する必要があります。 

 

・「廃油、廃液の分別回収」とは、 

①使用済自動車から廃油・廃液を適正に抜き取ることができる装置を用いて十分に抜き取

ること 

又は、 

②適切な時間をかけ手作業により使用済自動車から廃油・廃液を十分に抜き取ること 

     であり、標準作業書に具体的な方法や用いる装置について記載してください。 

 

 

三 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他

の有用なもの（鉛蓄電池等を除く。）を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、

又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。 

 

四 前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化

を行うまでの間（当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、

当該引渡しを行うまでの間）、適正に保管するよう努めること。 

 

【趣旨】 

・有用な部品、材料等の再資源化を推進しようとするもの。 

 

【留意事項】 

・「技術的かつ経済的に可能な範囲で～を回収」とは、回収された部品等の再資源化及び利用

の現状等も勘案しつつ、可能な限りの回収を推進しようとするものです。 

また、回収した有用な部品等については、再資源化を行うまでの間可能な限り適正な保管

に努めることが有効な再資源化につながるものです。



＜ 参 考 ＞ 

 
１ 使用済自動車の保管基準（廃棄物処理法） 

 
  

使用済自動車、圧縮していない解体自動車を、屋外において保管する場合は、以下によるこ

と。 

（１）保管の高さ 

  イ 囲いから保管場所側に３ｍ以内の部分 ：高さ３ｍまで 

  ロ 囲いから保管場所側に３ｍを超える部分：高さ４．５ｍまで 

  ハ 格納するための施設（構造耐力上安全なものにかぎる）に保管する場合：使用済自動

車等の搬出入に当たり、落下による危害が生ずるおそれのない高さ 

 

（２）保管の上限 

   上記の高さを超えない限りにおいて保管することができる数量（平成 17 年１月１日以

降に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用） 

 
 
【運 用】 

（１）平成 17 年１月１日以降に使用済自動車となったもの 
   → 上記の保管基準が適用されます 
 
 ①高さ 
  ・使用済自動車の保管の高さは、普通自動車にあっては、囲いから３ｍ以内は、高さ３ｍ以下

（約２段積み）まで、その内側では高さ４．５ｍ以下（約３段積み）までとする必要があり

ます。また、大型自動車にあっては、高さ制限は同様ですが、原則平積みとなります。 
 

4.5m
3m

3m

囲い

 
［平成 17 年１月１日以降に引き取った使用済自動車の保管］ 
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  ・保管場所も含めて事業所全体が要件を満たす囲いで囲まれている場合は、保管場所が当該囲

いから３ｍよりも内側であれば保管場所での高さの制限は４．５ｍまでとなります。 
 

囲い 

   囲い 

 
  ・使用済自動車を積み重ねて保管する場合にあっては各自動車の重心がほぼ重なり落下する 

ことのないように積み重ねてください。 
 
  ・使用済自動車を乱雑に積み上げたり、立てて保管したり、大型車にもたせかけて保管するこ

とは、自動車を取り出しにくくなるとともに、倒壊による飛散・流出のおそれがあることか

ら、基準には適合しません。 
 
 ②保管量の上限 
  ・保管量の上限としては、保管場所の面積、保管の高さの上限により形成される空間内に適正

に保管できる数量とする必要があります。 
 
 ③ラック等を使用する場合 
  ・ラック等格納施設を設ける場合には、保管する使用済自動車の荷重に対して構造耐力上安全

であることが必要です。また、搬出入に当たり、落下による危害が生ずるおそれのないよう、

適切に積み降ろしができるものであることが必要です。 
   

・地震等の際にラックから落下するおそれがないよう、車止め等の必要な固定の措置を講じて

いることが必要です。 
 
  ・ラックへの積み上げ、積み降ろしの方法としては、フォークリフト、昇降装置、クレーン吊

り等が考えられます。 
 

④使用済自動車の保管にあたっては、解体自動車以外の他の廃棄物を混入できません。 
 
 
 

高さ３ｍまで 

 
 高さ４．５ｍまで 

  
３ｍ

３ｍ 

      使用済自動車等の保管場所 
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（２）平成 16 年 12 月 31 日以前に使用済自動車となったもの 
   → 一般的な廃棄物処理法の保管基準 
 
 ①周囲に囲いが設けられていること 
 
 ②高さ 
  ・廃棄物が囲いに接していない場合は、囲いの下端から勾配５０％以下にしてください。 
 
  ・廃棄物が囲いに接している場合（直接負荷部分がある壁）は、囲いの内側２ｍは囲いの高さ

より５０ｃｍ以下の線とし、２ｍ以内の内側は勾配５０％以下としてください。 
 

  

／／／  ／／／／／／／／／   
２ｍ  ／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／

／／／   

（囲いに接しない場合）   

（囲い）   

５０％勾配  

（囲いに接する場合）  

５０％勾配   

 
囲

い 

０ .５ ｍ

 

 
［平成 16 年 12 月 31 日以前に引き取った使用済自動車の保管］ 

 
③保管量の上限は、１日当たりの平均的な搬出台数の７日分までです。 

 
 
【注 意】 

  平成 16 年 12 月 31 日以前に引き取った使用済自動車も含め、平成 17 年１月１日以降は、す

べての使用済自動車、解体自動車は廃棄物と見なされ、廃棄物処理法の適用を受けます。このた

め、有価で引き取ったものであっても廃棄物であり、保管基準等の廃棄物処理法の適用を受ける

ことに注意してください。 
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